
令和６年６月５日 

郡市区等医師会 御中 

大阪府医師会保険医療課 

 

「ニコチン依存症管理料」施設基準届出保険医療機関における 

「平均継続回数」に関する実績の届出について 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

標記について、近畿厚生局指導監査課から５月 31 日付で「ニコチン依存症管理料

の施設基準に係る届出について（お知らせ）」が、令和５年４月１日から令和６年３月

31 日までに新たに同施設基準の届出を行った医療機関に対し発送されますので連絡

申し上げます。今年度は、全ての同施設基準届出医療機関に送付されません（下記【２】

の（１）の医療機関に送付されます）のでご注意願います。届出直しの対象とその要

否は下記【２】のとおりです。また、本実績届出と、いわゆる８月定例報告とは異な

りますことを申し添えます。 

 

【１】近畿厚生局への届出書類： 

特掲診療料の施設基準 別添２と様式８「ニコチン依存症管理料の施設基準にかか

る届出書添付書類」のうち「５ 実績等」のみを記載。 

算定実績がない場合は「５ 実績等」欄①②に「０回」と記載。 

様式８の全項目が記入されていても受け付ける。 

提出は正本１通（副本は手元に保管）を作成の上、郵送。７月１日必着。 

○提出書類の発送先： 

〒540-0011大阪市中央区農人橋 1-1-22 大江ビル８階 近畿厚生局指導監査課 

 （提出要領、様式については、６月１日更新後の近畿厚生局ホームページを 

ご確認ください。） 

  ＵＲＬ：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/nicotine.html 

 

【２】実績の届出が必要な対象医療機関については、下記のとおりです。「平均継続回

数」については、「参考」をご参照ください。 

（１）令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に新たにニコチン依存症管

理料の算定を開始した全医療機関（令和５年７月１日までの実績報告免除・未

提出となったもの） 

具体的に、様式８「５ 実績等」欄の記載は、 

①平均継続回数が２以上 → 引き続き所定点数を算定（100/100） 

②平均継続回数が２未満 → ７月１日算定より所定点数の７割を算定（70/100） 

③算定実績なし → 所定点数を算定可（100/100） 

 

※ 上記平均継続回数の実績要件も「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置

づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の対象となりま

す。  

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/nicotine.html


令和５年４月１日から令和６年３月 31日の期間において 

① 平均継続回数が２回以上 → 臨時的な取扱いの対象とする必要はありません。

② 平均継続回数が２回未満 → 臨時的な取扱いの別添３の２の②に該当する期間    

を除外して平均継続回数を算出してください。 

 

詳細については、「令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを

踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」 

（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000306125.pdf）をご確認ください。 

 

（参考） 

「令和 6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナ

ウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」（抜粋） 

 

別添３ 

施設基準に係る取扱いについて 

 

２．令和６年４月１日以降も継続する施設基準に係る特例について 

② 一定期間の実績を求める要件並びに患者及び利用者の診療実績等に係る要件につ

いて、令和５年９月 30日までの間に当該保険医療機関等が対象医療機関等※であっ

た月が含まれる場合は、当該期間については、以下ア又はイにより算出できること

とする。 

ア．対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から

控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期

間とする。  

イ．対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実

績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平

均値を用いる。 

 

※ 対象医療機関等とは次のⅰからⅲのいずれかの要件を満たす保険医療機関及び

訪問看護ステーションを指す。 

ⅰ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等 

ⅱ ⅰに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等（市町村等の要請

により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。） 

ⅲ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機

関等 

※ ⅰ～ⅲに該当する保険医療機関等については、新型コロナウイルス感染症患者を

受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟及び感染し出勤でき

ない職員が在籍する病棟だけではなく、それ以外の病棟においても、同様の取扱

いとする。なお、ⅰ～ⅲに該当する期間については、当該期間を含む月単位で取

り扱うこととする。 

 



（２）かつて実績届出し、令和５年度の平均継続回数から所定点数が変更となる医療機関 

具体的には、 

①令和６年６月まで 100/100で算定 

→ 今回の平均継続回数が２未満  

→７月１日より所定点数の７割（70/100）を算定 

②令和６年６月まで７割（70/100）で算定 

→ 今回の平均継続回数が２以上 →７月１日より所定点数を算定（100/100） 

→ 算定実績なし → ７月１日より所定点数を算定可（100/100） 

 

＊以前に近畿厚生局に対し、「別添２＋様式８」による平均継続回数の実績を届出し

た医療機関において、令和６年６月まで所定点数の 100/100または 70/100を算定し、

令和５年度平均継続回数から判断して所定点数に変更がない場合、今回、「別添２＋

様式８」の届出は不要となる。また、令和６年４月 1日以降に新規に届け出た医療機

関も今回の届出は不要である（令和７年７月中に同様の届出が求められる）。 

 

【３】８月１日時点の報告（いわゆる８月定例報告）について 

今回の「別添２＋様式８」の提出有無にかかわらず、「ニコチン依存症管理料」届出

医療機関は、８月定例報告時に「様式８の２」による報告が必要となる。 

  

以 上 

○参 考 

 ニコチン依存症管理料の平均継続回数 ＝ 

（ニコチン依存症管理料１の延べ算定回数（前年４月１日から当年３月末日までの初回から

５回目までの治療を含む）＋ニコチン依存症管理料２を算定した患者の延べ指導回数（前

年４月１日から当年３月末日までの１年間））÷（ニコチン依存症管理料１のイに掲げる初回

の治療の算定回数（前年４月１日から当年３月末日までの１年間）＋ニコチン依存症管理

料２の算定回数（前年４月１日から当年３月末日までの１年間）） 

 

〇令和５年４月１日～令和６年３月 31 日までの１年間において、ニコチン依存症管

理料１の１年間の初回から５回目までの延べ算定回数及びニコチン依存症管理料２

の１年間の延べ指導回数をニコチン依存症管理料 1 の初回治療の算定回数及びニコ

チン依存症管理料２の算定回数で除した数（実績）により所定点数を判断する。 

平均継続回数２回以上は所定点数の 100 分の 100、２回未満は所定点数の 100 分の

70、算定実績なしの場合は所定点数の 100 分の 100。前年度に実績報告を届け出た医

療機関であっても、算定点数が変更となる場合は届出が必要となる。 

 

＊ニコチン依存症管理料は他の管理料とは異なり、前年４月１日～当年３月 31 日の

実績により７月１日診療分以降の所定点数が決まる（加減算：100 分の 70→100 分の

100、100分の 100→100分の 70、満額算定）。 

大阪府医師会保険医療課 

（電話 06-6763-7001）  



別添２ 

届出直し 

特掲診療料の施設基準等に係る届出書 

 

 

 

 
保険医療機関コード  

 

 
届 出 番 号 

(ニコ) 

第      号 

 

 

   連絡先 

    担当者氏名： 

    電 話 番 号： 

 

 （届出事項） 

（届出直し） 

［ ニコチン依存症管理料 ］の施設基準に係る届出 

（検索番号） 

 

 
 □ 当該届出を行う前６月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出（法令の規

定に基づくものに限る。）を行ったことがないこと。 
 
 □ 当該届出を行う前６月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣

が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと
。 

 
 □ 当該届出を行う前６月間において、健康保険法第78条第１項及び高齢者の医療の確保に関する

法律第72条第１項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又
は不当な行為が認められたことがないこと。 

 
 □ 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基

準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師
等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。 

  
  標記について、上記基準のすべてに適合しているので、別添の様式を添えて届出します。 
 

 

 令和   年   月   日 

 

  保険医療機関の所在地 

  及び名称 

 

                                      開設者名            

 

    近畿厚生局長 殿 

 

備考１ ［   ］欄には、該当する施設基準の名称を記入すること。 

     ２ □には、適合する場合「レ」を記入すること。 

     ３ 届出書は、１通提出のこと。 
 

 

 



様式８ 

ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類 

 

１ 禁煙治療を担当する医師（禁煙治療の経験を有する医師が１名以上いること。） 

氏名 禁煙治療の経験 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

 

２ 専任の看護師又は准看護師（１名以上いること。） 

氏名 

 

 

 

３ 当該保険医療機関に備えている呼気一酸化炭素濃度測定器の名称及び台数 

機種名 メーカー名 台数 

  台 

          台 

          台 

 

４ その他（次の事項を満たしている場合に○をつけること。） 

 

ア 禁煙治療を行っている旨の院内掲示をしている。 

 

イ 敷地内が禁煙である。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている

場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 

 

５ 実績等（実績がある場合に記載すること。） 

ニコチン依存症管理料１のイ及び２の初回の治療の一年間の算定

回数 

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの一年間） 

①   回 

ニコチン依存症管理料１及び２の一年間の延べ算定回数又は指

導回数 

（令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの一年間における初

回から５回目までの治療を含む） 

②   回 

・①から②までに係る期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31日 

・治療の平均継続回数＝②／① ③                 回 

 

 

 

 

こ
の
部
分
の
記
載
の
み
で
よ
い
（
続
き
あ
り
） 



③が２回未満の場合※２以降も記載してください。（０回の場合を除く。） 

※２ 「令和６年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナ

ウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」（以下、臨時的な取扱い）の別添３

の２の②に該当する期間に係る算定回数を除外して算出した平均継続回数 

 

ニコチン依存症管理料１のイ及び２の初回の治療の一年間の算定

回数 

（①で算出した回数から下記アからウの期間に係る算定回数を除

外） 

④   回 

ニコチン依存症管理料１及び２の一年間の延べ算定回数又は指

導回数 

（②で算出した回数から下記アからウの期間に係る算定回数を除

外） 

⑤   回 

・治療の平均継続回数＝⑤／④ 回                   回 

 

臨時的な取扱いの別添３の２の②に該当する期間とは以下のとおりです。 

なお、ア～ウに該当する期間については、該当期間を含む月単位で算出ください。 

ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れていた期間 

イ アに該当する医療機関等に職員を派遣していた期間等（市町村等の要請により新型コロナ

ワクチン対応を行った保険医療機関を含む。） 

ウ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍し

ていた期間 

 

６ 情報通信機器を用いた診療を行う体制（次の事項を満たしている場合に□に✓をつける

こと。） 

厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に

沿って診療を行う体制を有する 
□ 

 

［記載上の注意］ 

１ 「５」について、実績のない保険医療機関が新規で届け出る場合、届出時点において

は記載不要だが、過去１年間における実績ができ、引き続き算定する場合は、「５」を

記載し再度届出を行う必要がある。 

２ 実績期間は、前年４月１日から当年３月 31日までの期間とする。ただし、新規の届

出を年度途中で行う場合は、当該届出により算定を開始した月から翌３月までの期間

における実績をもって、翌年度７月以降に算定する所定点数を判断する。 

３ 令和４年３月 31日時点で、ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出を行ってい

る医療機関が、情報通信機器を用いた診療を行う体制について届出を行う場合は、「６」

のみを記載して届出を行っても差し支えない。 

４ 「６」について、情報通信機器を用いた診療を行わない医療機関は、記載不要である。 

 

 

（
続
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参考 ： 様式８の２…８月定例報告の際に使用 

 

ニコチン依存症管理料に係る報告書 

 

報 告 年 月 日 ： 年８月  日 

 

本管理料を算定した患者数 

  （期間：    年４月～    年３月） 
①  名 

 

 

①のうち、当該期間後の７月末日までに１２週間にわたる 

計５回の禁煙治療を終了した者 
②  名 

②のうち、禁煙に成功した者 ③  名 

５回の指導を最後まで行わずに治療を中止した者(①－②) 

のうち、中止時に禁煙していた者 
④  名 

ニコチン依存症管理料１のイに掲げる初回の治療の算定回数

（前年４月１日から当年３月末日までの一年間） 
⑤  回 

ニコチン依存症管理料２の算定回数 

（前年４月１日から当年３月末日までの一年間） 
⑥  回 

ニコチン依存症管理料１の一年間の延べ算定回数 

（前年４月１日から当年３月末日までの一年間における初回か

ら５回目までの治療を含む） 

⑦  回 

ニコチン依存症管理料２を算定した患者の延べ指導回数 

（前年４月１日から当年３月末日までの一年間） 
⑧  回 

①のうち、ニコチン依存症治療補助アプリを用いて 

プログラム医療機器等指導管理料を算定した者 
⑨  名 

②のうち、ニコチン依存症治療補助アプリを用いて 

プログラム医療機器等指導管理料を算定した者 
⑩  名 

③のうち、ニコチン依存症治療補助アプリを用いて 

プログラム医療機器等指導管理料を算定した者 
⑪  名 

 

・喫煙を止めたものの割合＝（③＋④）／①  ％ 

・治療の平均継続回数＝（⑦＋⑧）／（⑤＋⑥）  回 

 

 

 



[記載上の注意] 

１ 「本管理料を算定した患者数」欄は、ニコチン依存症管理料１の初回点数及びニコチン依存症

管理料２を算定した患者数の合計を計上すること。 

２ 「②のうち、禁煙に成功した者」欄は、１２週間にわたる計５回の禁煙治療の終了時点で、４週

間以上の禁煙に成功している者を計上すること。 

なお、禁煙の成功を判断する際には、呼気一酸化炭素濃度測定器を用いて喫煙の有無を

確認すること。 

 


